
 

 

建設工事現場に対して一斉監督を実施しました 

～12月に集中的に実施～ 

 厚生労働省和歌山労働局（局長 池田 真澄）では、建設業における労働

災害防止を図るため、管内５か所の労働基準監督署において、労働災害の多

発が懸念される 12月に県下一斉に監督指導を実施し、以下のとおり、結果

を取りまとめました。 

一斉監督による監督指導実施結果の概要 

１ 対 象 和歌山県内の建設工事現場 83現場 

２ 期 間 令和２年 12月 

３ 実施結果 ※詳細は別紙１参照 

 (1) 監督指導を実施した 83現場（133事業場）のうち 40現場（48.1％）に

おいて労働安全衛生法違反が認められ是正勧告等を行った。実施結果に

ついては、別紙１のとおり。 

(2) 主な法違反については、 

  ア 足場や作業床から墜落・転落を防止するための手すり等の未設置や

不十分であったものが 44事業場 

イ 安全衛生管理体制に問題があったものが 30事業場 

であった。 

(3) 違反が認められた 40現場のうち、墜落等の労働災害の急迫した危険が

認められた８現場に対しては、作業停止等を命令する行政処分を行った。 

(4) 監督実施 83現場のうち９現場（10.8％）において「工期にゆとりがな

い」との回答があった。  

また、和歌山労働局では、年末年始無災害運動期間を迎えるに当たり、令

和２年 12月に和歌山県内の労働基準監督署と合同で建設工事現場の安全パ

トロールを実施しました。（参考資料１） 
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【今後の方針】 

和歌山県内における令和２年の休業４日以上の労働災害の約 12％は建設業

で発生し、建設工事現場における死亡災害は５件発生している状況にありま

す。今回の一斉監督においても、５割弱の現場で労働災害防止対策が徹底さ

れていない状況であったことから、和歌山労働局では今後も、建設工事現場

に対する監督指導を重点的に実施するとともに、法違反を繰り返す事業者や

法違反を原因として労働災害を発生させた事業場等に対しては、司法処分を

行うなど厳正に対処します。 

また、和歌山労働局では、適正な工期での請負契約の締結等のため、平成

30年７月２日付け建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ「建

設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂（別紙２）

により、発注者等に働きかけを行ってきたところですが、今回の一斉監督に

おいて約１割の現場で「工期にゆとりがない」と回答があったことを踏まえ、

引き続き同ガイドラインに沿った取組がなされるよう普及を図ってまいり

ます。 

 



別紙１

［　和歌山　］ 労働局　 

現場数
内、工期に
ゆとりなし
現場数

現場数
内、工期に
ゆとりなし
現場数

現場数
内、工期に
ゆとりなし
現場数

現場数
内、工期に
ゆとりなし
現場数

現場数
内、工期に
ゆとりなし
現場数

10 3 36 4 9 0 0 0 55 7

18 1 3 1 6 0 1 0 28 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 4 39 5 15 0 1 0 83 9

下請 下請 下請 下請 下請

(　　社) (　　社) (　　社) (　　社) (　　社)

現場数

事業場数 20 25 9 6 10 9 1 1 40 41

現場数

事業場数 3 5 1 1 3 1 0 0 7 7

現場数

事業場数 12 11 3 2 6 2 0 0 21 15

　　※「現場数」については、元請・下請にかかわらず、現場全体としての状況について記入すること

　　※「発注者別」欄の右枠内については、工期にゆとりがないと回答した現場数を内数として記入すること

令和２年12月 建設現場一斉監督指導実施結果 概要
（　実施期間：令和２年12月１日～12月28日）

建築現場 土木現場 そ の 他 解体工事 合　　計

49 24 2 133

監 督 現 場 数 28 39 15 1 83

民　間

公　共

合　計

監督事業場数 58

発
注
者
別

請
負
金
額
別

1億9千万円未満 15 31 10 1

10億円以上 2

57

1.9～10億円未満 11 7 5 0 23

3

合　計 28 39 15 1 83

1 0 0

40

措置状況 元請 元請 元請 元請 元請

23

うち使用停止
命令等

4 1 3 0 8

 指導票
14 3 6 0

法違反
20 9 10 1



１ 監督実施状況      

 工事別 

監督実施 

現場数 

（Ａ） 

法令違反 

現場数 

（Ｂ） 

違反率 

〔対（Ａ）〕 

うち作業停止 

等命令現場数 

（Ｃ） 

作業停止等 

命令率 

〔対（Ｂ）〕 

 

和
歌
山 

建築 28 20 71.4% 4 20.0% 
 土木 39 9 23.0% 1 11.1% 
 解体 １ 1 100% 0 0% 
 その他 15 10 66.6% 3 30.0% 
 計 83 40 48.1% 8 20.0% 

 

２ 主な違反事項   

 違反事項類別 主な内容 違反事業場数 

 
【安全衛生管理面】 

元請事業者における各種管理者等 

の選任、管理事項関係 

・元請事業者の講ずべき措置未実施（安衛法 29 等） 

・特定元方事業者の講ずべき措置未実施（安衛法 30） 

・注文者の講ずべき措置未実施（安衛法 31） 

30 

 
【墜落・転落防止】 

足場や高所の作業床等からの 

墜落・転落防止関係 

・足場等の作業床未設置または安全帯等未使用 

（安衛則 518、563、655） 

・高所の作業床の端、開口部等手すり等無しまたは安全帯等未

使用 （安衛則 519、653） 

44 

 
【木工機械】 

木工機械を用いた作業における 

危険の防止関係 

・丸のこ盤に歯の接触予防装置が設けられていない 

（安衛則 123） 
1 

 【型枠支保工】 

型枠支保工の倒壊防止等関係 

・型枠支保工のパイプサポートの不備（安衛則 242） 

・型枠支保工の組立て時の立ち入り禁止無し（安衛則 245） 
0 

 【掘削等地山崩壊防止】 

地山掘削等による崩壊等防止関係 

・地山の崩壊等危険場所における土止等措置未実施（安衛則

361） 

・掘削作業時の運搬機械等運行経路未周知（安衛則 364） 

0 

 【クレーン等】 

クレーン作業における危険の防止関係 

・玉掛けの資格を持たない者が同作業実施（安衛令 20（16）） 

・移動式クレーンに係る立入禁止未実施（クレーン則 74 の 2） 

・厚生労働大臣の定める基準に不適合な移動式クレーンの使用  

（クレーン則 64） 

1 

 
【建設機械】 

建設機械を用いた作業における 

危険の防止関係 

・建設機械を運転する資格を持たない者が運転（安衛令 20(12）） 

・建設機械の転落・地山の崩壊等による危険防止のための作業

計画なし（安衛則 155） 

・運転中の建設機械への接触防止のための立入禁止未実施（安

衛則 158） 

3 

 

【労働衛生関連】 

・ アーク溶接作業等粉じんばく露防止関係 

・ 酸欠作業 

・ 有機溶剤作業  

・アーク溶接作業等における有効な呼吸用保護具の不使用 

（粉じん則 27） 

・有機溶剤を使用した作業等における有効な送気マスク等の不使

用（有機則 33） 

2 

 【その他】 

上記に該当しない指導事項 

・作業主任者の周知（安衛則 18） 

・通路の確保（安衛則 540） 

・仮設の配線等（安衛則 338）  

14 

 



「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂
（平成３０年７月２日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）

○ 働き方改革関連法による改正労働基準法（H31.4.1施行）に基づき、５年の猶予期間後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制が適用。

○ 本ガイドラインは、猶予期間中においても、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を、指針として策定したもの。

１．ガイドラインの趣旨等

○ 建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂。

４．その他（今後の取組）

ガイドラインの内容

○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を行わない。

○ 予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更。

補助金工事では、迅速な交付決定と併せ、繰越制度等を適切に活用。

○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

（２）必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示。

○ 公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・

見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結。

（３）生産性向上
○ 受発注者の連携により、建設生産ﾌﾟﾛｾｽ全体における生産性を向上。

・３次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用

・プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行う

フロントローディングの積極活用 等

（４）下請契約における取組
○ 下請契約においても、適正な工期および請負代金により契約を締結。

○ 週休２日の確保に際して、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意し、労務

費等の見直し効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準を確保。

○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。

（５）適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ、外部機関（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ企業等）を活用。

２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方

（１）請負契約の締結に係る基本原則

○ 受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。

（２）受注者の役割

○ 受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期と

ならないよう、適正な工期で請負契約を締結。

（３）発注者の役割

○ 発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。

（４）施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化

○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。

（１）適正な工期設定・施工時期の平準化

○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。

・建設工事従事者の休日（週休２日等）

・労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間

・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等

○ 業種に応じた民間工事の特性等を理解のうえ協議し、適正な工期を設定。

○ 週休２日等を考慮した工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費

等を請負代金へ適切に反映。特に公共工事は、週休２日工事の件数拡大。

３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

別紙２








